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県道長尾稗田平島線県道長尾稗田平島線

東九州自動車道東九州自動車道 南門広場

市道寄原・下寄原線

市道南泉２丁目１号線

図 6-1-1 地区区分図

第６章  保存管理

第１節  保存管理の方向性
　本計画策定の目的の一つは、本史跡の価値を損なうことなく確実に保存し、継承していくこ
とにある。現状では、史跡指定地のほとんどが民有地であることから、保存管理には本史跡の
管理団体である行橋市と土地所有者とが本史跡の価値についての情報を共有し、密接な協力体
制の構築に努めることが不可欠である。史跡指定地は公有化を進めるとともに、計画的に発掘
調査を実施して官衙の全体像の把握に努める。未指定であっても発掘調査成果から史跡として
の価値が確定している地域は追加指定を行い、一体的な保存管理を行う。また指定地外におい
ては計画的に調査を行い、官衙に関連することが確認された地区は、追加指定等適切な保存措
置を講じる。史跡整備を含む現状変更については、保存管理の対象範囲内を構成要素の分布状
況をもとに地区区分を行い（図 6-1-1､2）、地区ごとに取扱い基準を定め、遵守する。
　本史跡が地域の方々に親しまれる史跡となり、地域が一体となって史跡を守り、未来に伝え
ていくことを目指していく。
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図 6-1-2 史跡指定地内地区区分図

地区区分凡例

A区・・・史跡指定地のうち、東九州自動車道と県道長尾稗田平島線の道路用地を除く地区

Ｂ区・・・史跡指定地のうち、東九州自動車道と県道長尾稗田平島線の道路用地

Ｃ区・・・史跡追加指定予定地

史跡指定地
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地区の概要と課題 現況

Ａ区

史
跡
指
定
地
内

Ｂ区

・史跡指定地のうち、東九州自動車道と県道長尾
稗田平島線の道路用地を除く地区である。

・宅地や酪農地、市道などとして利用されており、
地区内の発掘調査済みの土地は約 13％である。
地区の大部分が酪農地で、建築物が少ないため
遺構の保存状態が良い。

・現地表面から遺構面までが浅く、遺構保護に土
地所有者の理解と協力を得る必要がある。

・大半が民有地であるため、計画的に公有化を進
める必要がある。

・史跡指定地のうち、東九州自動車道と県道長尾
稗田平島線の道路用地である。

・県道の拡幅および東九州自動車道の建設の際に
発掘調査が行われたため、地区内の約 77％が発
掘調査済みである。東九州自動車道用地は遺構
の保護措置として、発掘調査後厚さ20cm の真砂
土で遺構を保護した上で通常通り埋め戻し、用
地北側に盛土工法で道路を建築している。

・東九州自動車道用地の南部は将来の４車線化拡
幅予定地である。うち 972.63 ㎡を借用して南門
広場として公開している。

酪農地

Ｂ区北部　県道長尾稗田平島線

第２節  保存管理の地区区分
　本史跡の保存管理は、これまでの調査成果や現在の土地利用状況などを踏まえ、活用・整備
の観点を加味し適切に行うものとする。
　本計画における保存管理の対象範囲は第１章第１節で定めた基本区域である。この基本区域
を史跡指定の有無や構成要素の分布状況によって以下のとおり、Ａ～Ｅ区の５つに区分する（図
6-1-1、2）。
　史跡指定地のうち、東九州自動車道と県道長尾稗田平島線の道路用地を除く地区をＡ区、東
九州自動車道と県道長尾稗田平島線の道路用地部分をＢ区とする。
　史跡指定地外のうち、発掘調査で史跡指定地と同様の価値が確認され、史跡追加指定を要す
る地区をＣ区とする。Ａ区およびＢ区、Ｃ区が「官衙関連地域」である。「官衙関連地域」に近く、
地形を勘案して官衙に関連する空間である可能性が高い範囲のうち、これまでの試掘調査等に
よって埋蔵文化財包蔵地であることが明らかになった地区をＤ区、未調査で埋蔵文化財包蔵地
であるか定かでない地区をＥ区とする。
　基本区域を区分した５地区の概要と課題を表 6-2-1 にまとめる。

表 6-2-1 基本区域の概要と課題
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史
跡
指
定
地
外

Ｃ区

Ｄ区

Ｅ区

・時期は未定であるが、４車線化工事を実施する
際には遺構に影響を及ぼさないよう、前回と同
様の工法で行うなど、工事主体と十分に協議す
る必要がある。

・県道部分は現状を維持することで地下の遺構は
保存されるが、水道管埋設等掘削を伴う工事を
実施する際に掘削深度や範囲などを確認し、遺
構に影響を及ぼさないよう努める必要がある。

・官衙に関連すると考えられる地域で、史跡に追
加指定するのが望ましい地域である。

・すべて民有地で、宅地や倉庫、農地として利用
されている。

・発掘調査により官衙政庁に関連する遺構が確認さ
れた「政庁域」および官衙としての空間利用が
推測される空閑地であり、本来Ａ区およびＢ区
と等しく保護すべきである。

・所有者の同意を得て史跡追加指定を目指す。

・周知の埋蔵文化財包蔵地で、官衙に関連する空
間である可能性が高い地区である。

・発掘調査を行った範囲が限られているため、遺
構の残存状況を把握できていない。

・現在周知の埋蔵文化財包蔵地ではないが、官衙
に関連する空間である可能性が高い地区である。

・発掘調査を行っていないため、遺構の残存状況
を把握できていない。

・遺構の内容を確認し、保護の方針を定めること
が課題である。

・遺構の内容を確認し、保護の方針を定めること
が課題である。

Ｂ区南部 東九州自動車道用地

Ｃ区南東部 山林 

Ｄ区南西部 住宅地 

Ｅ区南部 住宅地 
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第３節  公有化と追加指定の方針

（１）史跡指定地の公有化
　史跡指定地については、将来にわたる適切な保存管理を担保するために、道路用地などの公
共インフラを除き原則公有化を図る。ただし、現状で土地を利用している土地所有者の意向も
尊重し、公有化までの間は理解・協力を得ながら適切に保存を図るものとする。

（２）追加指定
　これまでの発掘調査の結果把握された官衙政庁域および政庁前面で道路状遺構が確認された
範囲については、追加指定を目指す。また上記の範囲外でも官衙に関連する空間であると想定
される土地については試掘確認調査を行い、官衙に関連する空間であることが確認された場合
は一体的な保存の観点から追加指定を図る。

第４節  保存管理の方法
　本節では保存管理の方針を定め、前節で設定した各地区について保存管理の方法を示す。

（１）史跡指定地内の保存管理方法
① 保存管理の考え方

　指定地内（Ａ区、Ｂ区）では遺構を確実に保存するため、原則として史跡の調査研究や保存
活用を目的とした発掘調査および整備以外の現状変更等は認めないものとする。ただし指定
地内の牧場経営及び宅地利用に必要な既設の配水管等の埋設物、周辺の営農活動に利用され
ている既設の用排水路、東九州自動車道等については、関係する土地所有者・占有者と協議
の上、掘削が遺構の深さに及ばないなど、遺構に影響がないことを確認して改修等の措置を
認める場合もある。
　またより万全な管理を行うため、計画的に公有化を進める。ただし当面公有化できない土
地については、土地所有者や占有者に本史跡の重要性への理解と保存への協力を求め、遺構
に影響を与える現状変更が生じないよう管理する。遺構の詳細が不明な箇所については適宜
確認調査を実施し、調査成果に基づき盛土保護など、適切に保護する。遺構が確認されない
場合も、官衙に伴う広場的空間であった可能性があるため、保護を検討する。
　公有化した範囲は除草・清掃、設備の点検・修繕などの日常管理を行い、史跡環境の維持
や防災に努める。

② 各地区の保存管理の方法

Ａ区

・現状変更は原則認めない。ただし、保存管理・活用を目的とした調査・整備や公益上必要
な現状変更については、遺構に影響のない範囲で許可する場合もある。

・現地表面から遺構面までの深さを確認し、必要に応じて盛土等、保護措置を講じる。
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・遺構の範囲や状態など、未解明の部分については適宜確認調査を行って遺跡の保存上必要
な情報を取得し、必要に応じて盛土等、保護措置を講じる。

・現地表面から遺構面までの深さを確認し、必要に応じて盛土等、保護措置を講じる。

・遺構の範囲や状態など、未解明の部分については適宜確認調査を行って遺跡の保存上必要
な情報を取得し、必要に応じて盛土等、保護措置を講じる。

・標識、説明板等で史跡の位置や範囲を明示するとともに、遺構に悪影響を与えないよう、
車両乗り入れの規制等を検討する。

・既存道路は周辺景観との調和を図り、活用計画の必要に応じて移設・廃道等も検討する。
景観を阻害する要素については、遺構に影響を及ぼさない範囲で除去する。

・埋設物は現状を維持するが、補修等が必要となる場合には、遺構に影響を及ぼさない範囲
で行う。

・樹木は遺構に影響を与えるおそれのある場合は伐採等を行い、その他は活用計画や史跡の
景観を考慮して処置を検討する。

・建築物の新築は認めない。増改築については遺構等に影響を及ぼさず、史跡の景観を損な
うことのない範囲で認める。

Ｂ区 
・現状変更は原則認めない。ただし、保存管理・活用を目的とした整備や公益上必要な現状

変更については、遺構に影響のない範囲で許可する場合もある。

・東九州自動車道の下に保存されている遺構については十分な保護措置がなされており、今
後も安定した状態で遺構が保存されるとみられることから、現状の維持に努める。道路の
維持管理に必要な行為を行う場合にも、遺構に影響を与えない範囲で行うものとする。

・遺構表示のための仮整備を行っている南門広場は、遺構の保存に十分留意して活用の拠点
として施設の改修を行うとともに、草刈りや説明板等の老朽化への対応など、日常管理を
適切に行う。

・東九州自動車道の４車線化の際は、道路建設を行う範囲に南門跡等重要な遺構が地下に保
存されていることから、既存部分と同様地下の以降に影響を与えない工法を採用する。ま
た史跡の活用、周辺景観に配慮したデザインの採用などについて、工事主体と十分に協議
する。

・県道長尾稗田平島線の下に保存されている遺構については現地表面から遺構面まで十分な
深さがあり、今後も安定した状態で遺構を保存できるとみられることから、現状の維持に
努める。道路や地下埋設物の維持管理に必要な改修等の行為を行う場合にも、遺構に影響
を与えない範囲で行う。
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（２）史跡指定地内の現状変更等の取り扱い

① 史跡指定地の現状変更等に関わる法令

　史跡指定地内（Ａ区およびＢ区）で現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為（以下、
これらを「現状変更等」という）を行う場合は文化財保護法第百二十五条の規定に基づき、
文化庁長官の許可を得る必要がある。

　ただし、文化財保護法施行令（平成二十九年政令第百五十六号改正）第五条第四項の規定
により、下記に示すイ～トの軽微な現状変更は行橋市教育委員会が審査する。　

イ .  小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であつて、 
建築面積（増築又は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積）が百二十平方メート
ル以下のものをいう。ロにおいて同じ。）で二年以内の期間を限つて設置されるものの
新築、増築又は改築

ロ .  小規模建築物の新築、増築又は改築（増築又は改築にあつては、建築の日から五十年を
経過していない小規模建築物に係るものに限る。）であつて、指定に係る地域の面積が
百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法（昭和四十三年法律
第百号）第八条第一項第一号の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に
おけるもの

ハ .  工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）の設置若しくは改修（改修にあつては、
設置の日から五十年を経過していない工作物に係るものに限る。）又は道路の舗装若し
くは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに
限る。）

ニ .  法第百十五条第一項（法第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含
む。）に規定する史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修

ホ .  電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修

ヘ .  建築物等の除却（建築又は設置の日から五十年を経過していない建築物等に係るものに
限る。）

ト .  木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な
伐採に限る。）

【文化財保護法抜粋】
（現状変更等の制限及び原状回復の命令）

　第百二十五条　史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及
ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現
状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影
響を及ぼす行為について影響の軽微である場合は、この限りでない。

　２  前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。

昭和 25 年 (1950)５月 30 日 法律第 214 号
平成 30 年 (1955)６月 ８ 日 法律第    42 号

文化庁
改 正
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② 現状変更等の手続きの流れ

　史跡指定地内で現状変更等を行う場合は、行橋市教育委員会文化課と事前協議を行い、行為
の内容に応じて文化庁長官又は行橋市教育委員会の許可を得なくてはならない。
　図 6-4-1 に現状変更等に関する手続きの流れを示す。

③ 地区ごとの現状変更等に関する取扱い方針

　指定地内（Ａ区、Ｂ区）では遺構を確実に保存するため、原則として現状変更を認めない。
ただし遺構の把握のための発掘調査や調査研究の成果に基づく復元整備等、史跡の保存管理・
活用・整備に資する目的での行為や、安全管理・ライフラインの維持等公益上必要な行為に
ついては認める場合もある。それらの取扱い基準を表 6-4-1 に示す。

図 6-4-1 現状変更等に関する手続きの流れ
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（３）史跡指定地外の保存管理方法
① 保存管理の方針

　史跡に指定されていない地区には、官衙政庁域および政庁に関連する重要遺構が存在する
Ｃ区と、官衙に関連する遺構が存在する可能性が高いＤ区およびＥ区がある。Ｃ区について
は追加指定を進める。Ｄ区およびＥ区の範囲は遺構の有無や内容について未確認であるが、
福原長者原官衙遺跡の政庁周辺施設も含む官衙全体を一体的に保護するため、文化財保護法
等の関連法令を有効に適応するとともに、土地所有者等の理解と協力を求めて保護を図るも
のとする。

表 6-4-1 史跡の現状変更等取扱い基準

A 区 B 区

基本的な方針

現状変更等は原則認めない。ただし、保存管理・活用を目的とした行
為や公益上必要な行為については許可する場合もある。

現状変更等にあたっては、十分に事前協議を行い、史跡の保存に影響
を及ぼさないこと、史跡景観に調和したものとすることに留意する。

地域区分
方針 ・ 基準

ア 建築物

遺構等に影響を及ぼさず、史跡の景観を損なわない範囲で認める。

新築

増改築･除却

イ 工作物・土木構造物
　 の設置改修、除却

史跡の保存活用に伴う行為および公益上必要な行為に限り、遺構等に
影響を及ぼさず、史跡の景観を損なわない範囲で認める。

ウ 造成 ( 土地の掘削、
 　盛土、切土）等に
　よる地形の改変

史跡の保存活用に伴う行為に限
り認める。ただし遺構等への影
響が最小限となるよう配慮する
ものとする。

既存部分と同様、遺構等の保護
に十分な厚さの保護層を設けて
の行為に限り認める。

エ 木竹

伐採・抜根

植栽

遺構等に影響を及ぼさない範囲で認める。

遺構保護や史跡景観の向上、史跡の活用に資するものに限り、遺構等
に影響を与えない範囲で認める。

オ 地下埋設物の設置、
 　撤去、除却

カ 発掘調査及び
　保存整備

ク その他史跡の保存に
 　影響を及ぼす行為

史跡の保存活用を目的とした発掘調査および学術的調査研究に基づく
保存整備は認める。ただし適切な範囲・方法を十分に検討して行う。

保存管理・活用整備に資するものあるいは公益上必要で、かつ遺構等
に及ぼす影響がないもののみ認める。

現
状
変
更
等
の
規
制

史跡の保存活用に伴う行為に限り認める。ただし遺構等への影響が最
小限となるよう配慮するものとする。

公益上必要なものに限り認める。ただし遺構等への影響が最小限とな
るよう配慮するものとする。
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② 各地区の保存管理の方法

Ｃ区

・史跡指定地として追加指定、公有化を図ることを原則とする。恒常的に土地所有者と保存
協議を行って開発行為を防ぐとともに、追加指定の同意を得るよう努める。追加指定後は
先述のＡ区の保存管理方法に基づいて保存管理を行う。

Ｄ区

・政庁の南および西に接する地区は官衙政庁に関連する土地である可能性が高く、史跡の景
観にも大きく影響するため、積極的に保護し、追加指定を検討する。　

・官衙関連遺構の分布状況・内容等を確認することを目的として、土地所有者の了承を得て
積極的に確認調査を行う。

・確認調査の結果、官衙に関連する土地であることが確認された場合は保存協議を行い、Ｃ区
への編入（追加指定）を検討する。

Ｅ区

・必要があれば土地所有者の了承を得て、官衙関連遺構の有無を確認することを目的とする
試掘調査を行う。　

・調査結果に基づき、遺構を確認した場合は埋蔵文化財包蔵地として、Ｄ区に準じて扱う。ま
た官衙に関連する土地であることが確認された場合は保存協議を行い、Ｃ区への編入（追加
指定）を検討する。

③ 史跡指定地外の開発行為に関わる法令

　史跡指定地外（Ｃ区、Ｄ区およびＥ区）には文化財保護法に規定がある周知の埋蔵文化財包
蔵地、農地法に規定がある農地が存在するほか、景観法が適用される。当該地区において開
発行為を行う際は、上記の法令に基づきその行為の内容によって、関係機関に報告や許可申
請などが必要である。

④ 地区ごとの開発行為に関する対応方針

　史跡指定地外には、周知の埋蔵文化財包蔵地かつ史跡追加指定予定地であるＣ区、周知の
埋蔵文化財包蔵地であるＤ区、周知の埋蔵文化財包蔵地でないＥ区が含まれている。

Ｃ区

・恒常的に土地所有者と保存協議を行い、開発行為が計画されることを防ぐ。

Ｄ区

・開発行為が計画された際は、文化財保護法にもとづき確認調査を行う。官衙に関連する遺
構あるいは空間であると確認した場合は、保存および追加指定に向けて土地所有者と協議
する。

Ｅ区

・文化財保護法の適用外であるが、開発行為の主体および土地所有者の理解を得て試掘調査
を行う。官衙に関連する遺構あるいは空間であると確認した場合は、保存および追加指定
に向けて土地所有者と協議する。
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　図 6-4-2 にＤ区およびＥ区で開発行為が計画された際の埋蔵文化財事前審査の流れを示す。 

図 6-4-2 埋蔵文化財事前審査の流れ

◆Ｄ区 （周知の埋蔵文化財包蔵地） の場合

　確認調査を行い、官衙に関連する遺構あるいは空間を確認した場合は保存協議を行う。

◆Ｅ区 （周知の埋蔵文化財包蔵地以外） の場合

　開発主体、土地所有者の理解を得て試掘調査を行い、官衙に関連する遺構あるいは空間
を確認した場合は保存協議を行う。
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第５節  調査

（１）発掘調査の方針
　現在、史跡指定地のうち、発掘調査範囲は約 37％にとどまり、指定地の周囲については官衙
に関連する遺構の分布や内容が明らかになっている部分はさらに少ない。よって、官衙の政庁
内部や周囲を含めた全容は、未だ十分には明らかになっていない。官衙廃絶後の土地利用の変
遷なども、今後の調査で明らかにすべき課題である。
　本史跡の保存管理を適切に行うとともに、周辺の官衙関連施設をあわせて適切に保護してい
くため、また活用や整備に向けての資料を得るため、史跡指定地および史跡周辺地区で適切に
発掘調査を行って地下の遺構の状況を把握するよう努める。

（２）史跡指定地内の発掘調査
　史跡指定地内においては適切な保存管理・活用・整備のため、公有化および発掘調査を計画
的に進める。当面公有化しない土地についても、遺構を確認する必要性がある場合は土地所有
者の協力を得て発掘調査を行う。

（３）史跡指定地外の発掘調査
　Ｃ区およびＤ区は土地所有者の同意を得て計画的に発掘調査を行い、地下の遺構の状況把握
に努める。Ｅ区は開発など土地の形状改変を行う場合に土地所有者の同意を得て発掘調査を行う
ことを原則とするが、地下の遺構の状況を確認する目的での調査も検討する。
















































